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令和３年度台湾修学旅行の中止と国内への旅行先変更について 

 

 

早春の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日頃より本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 

 さて、２ヶ月にわたって東京都に発令されてきた国の緊急事態宣言は、今日、さらに２週間の延

長が発表される見込みとなっております。学校では、感染予防の対策を徹底しながら、今年度の締

めくくりと次年度に向けた準備を見据えて必要な教育活動を進めていく予定です。 

さて、本校では、令和３年１１月１４日から３泊４日で予定しておりました台湾修学旅行につい

て、皆さんの入学前より実施の方向で準備を進めてまいりました。９月には既にご連絡しましたと

おり、旅行業者と仮契約も締結いたしました。 

しかしながら、昨年１１月以降の感染拡大と、本年初頭から今後２週間後まで続く見込みの緊急

事態宣言の発令という状況を受け、 

①人流の拡大に伴う感染拡大は避けられないこと、 

②オリンピック・パラリンピックの開催に伴う国内や海外からの人流がどうなるのか現時点で 

 はまったく先が読めないこと、 

③感染予防に向けた現在の唯一の手段であるワクチンの若年層への接種が、１１月までに実施さ 

 れる見込みはほぼないと見込まれること、 

などから、１１月に台湾修学旅行を実施できるかどうかは、予測できない状況となっております。 

修学旅行が高校生活に占める重要な役割は学校としても重く受け止めており、現時点で少しでも

実施の可能性が高い選択をしてまいりたいと考えております。そこで、今般、台湾修学旅行を中止

とし、行き先を国内に変更させていただくこととします。 

今回の決定につき、９月にお知らせいたしました仮契約締結後の企画料（今年度は１人当たり

1,953円）についてはご負担いただくこととなります（学年積立金より支出）。何卒ご了承いただき

ますよう、ご協力をお願いいたします。 

なお、今後、国内修学旅行を安心安全で楽しい思い出となるものに出来るよう、担任団を中心と

して全力で取り組んでまいりますが、行き先を国内にした場合でも、実際の実施の判断は、今後の

新型コロナウイルスの感染状況やその時点での国や東京都教育委員会の方針等に則って決定する

こととなります。適時適切に情報をお知らせしながら準備を進めてまいります。 

今後とも、本校の教育活動にご理解とご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

（問い合わせ先）  副 校 長  福岡 直樹  

TEL 042（725）1533 


